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当ファンドの運用状況

基準価額・純資産の推移

ファンドの特色
●

●

●

分配金実績（税引き前・1万口当たり） 資産構成比
○基本資産構成比

○作成基準日現在の資産構成比

運用経過（ファンドの基準価額と期間別騰落率）

※端数処理の関係上、比率の合計が100％にならない場合があります。

※後記の「当資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

※基準価額（分配金再投資後）は、決算日の翌営業日に分配金を非課税で再投資したものとして計算しています。
　 基準価額は信託報酬控除後の価額です。信託報酬率については、後記の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
※換金時の費用・税金等は考慮していません。

資産 基本構成比(％)
国内株式 16%(±10%)

16%(±10%)

６つの異なる資産（国内株式・外国株式・国内債券・外国債券・国内不
動産投信・外国不動産投信）にバランスよく分散投資するファンドで
す。
６つの異なる資産への投資は、マザーファンド受益証券への投資を
通じて行います。（当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行
います。）
各マザーファンド受益証券への資金配分は、原則として６つの資産
の割合が投資信託財産の純資産総額に対して、おおむね6分の1ず
つとなるよう投資します。

国内債券 16%(±10%)
外国債券 16%(±10%)
国内不動産投信 16%(±10%)

外国株式

月次レポート

作成基準日　　　2026年6月30日

しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）

追加型投信／内外／資産複合

（円） (億円）

16%(±10%)

外国不動産投信

国内株式

16.92%

外国株式

17.21%

国内債券

15.96%

外国債券

17.00%

国内不動産投

信

15.07%

外国不動産投

信

17.49%

現金・その他

0.36%
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純資産総額（右軸）

基準価額（分配金再投資後）

基準価額

１か月前比

３か月前比

６か月前比

１年前比

３年前比

6.53

基準価額(円) 騰落率(％)

設定来 186.3210,000

2023/06/30 9,771 33.65

2025/06/30 10,381

作成日 2026/06/30

19.96

2025/12/30 11,563

12,195 -

2026/03/31 11,623 5.45

2026/05/29 12,071 1.20

設定来合計 円

2026/06/12 円
2026/05/12 円 2025/07/14 円
2026/04/13 円 2025/06/12 円
2026/03/12 円 2025/05/12 円
2026/02/12 円 2025/04/14 円
2026/01/13 円 2025/03/12 円
2025/12/12 円 2025/02/12 円
2025/11/12 円 2025/01/14 円
2025/10/14 円 2024/12/12 円
2025/09/12 円 2024/11/12 円
2025/08/12 円 2024/10/15 円

20
20

20
20
20
20
20

6,620

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

20
20
20

ファンド概要

純資産総額
設定日
償還日
決算日

２００６年６月１５日
無　期　限

（休業日の場合、翌営業日）
毎月１２日

２０，６８６（百万円）

１２，１９５円
６，６２０円

基準価額
既払分配金（設定来）

※基準価額の騰落率は、分配金（税引き前）を再投資し計算しています。
※課税条件によって投資家ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は

考慮していません。
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資産の組入状況（作成基準日現在の組入比率） 参考：通貨別実質組入比率
○　マザーファンドの組入れ状況

参考：ファンドの基準価額とマザーファンド（合成指数を含む）の値動きの推移

※後記の「当資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

月次レポート

参考：各マザｰファンドの騰落率（前月末比）

作成基準日　　　2026年6月30日

しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）

（円）

 ※組入比率は、当ファンドの純資産総額に対する比率です。

追加型投信／内外／資産複合

※実質組入比率は、各マザーファンドの資産を当ファンドの持分に応じて按分し、 ファンドの
   純資産総額に対する当該資産の通貨別時価金額の比率により算出しました。

日本円

48.42%米ドル

26.99%

ユーロ

12.34%

イギリス・ポ

ンド

4.90%

オーストラ

リア・ドル

2.56%

その他

4.79%

15.07%

しんきん米国ｿﾌﾞﾘﾝ債ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ

5.72%

5.66%

5.63%

しんきんグローバルリートﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ

しんきん好配当利回り株ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ

しんきん国内債券ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞⅡ

しんきん世界好配当利回り株ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ

銘柄名 組入比率

17.49%

17.21%

16.92%

15.96%

しんきん高格付外国債券ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ
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しんきんJリートﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞⅡ
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グローバル6資産ファンド(毎月決算型) 好配当利回り株マザーファンド

世界好配当利回り株マザーファンド 国内債券マザーファンドⅡ

JリートマザーファンドⅡ グローバルリートマザーファンド

外国債券（3マザーファンド合成指数）

・各ファンド（合成指数を含みます。）の基準価額は、2006年6月14日を10,000として指数化しています。

・グローバル６資産ファンド(毎月決算型)の基準価額は、税金控除前分配金再投資後です。

・外国債券の合成指数は、３ファンド（欧州ソブリン債マザー、米国ソブリン債マザー、高格付外国債券マザー）を３分の１ずつの配分比率で算出しています。

（月次、年／月）

1.48%

0.32%

0.04%

0.58%

2.66%

-1.10%

0.34%

4.90%

-2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6%

４．欧州ソブリン債マザー

６．高格付外国債券マザー

国内株式 １．好配当利回り株マザー

外国株式 ２．世界好配当利回り株マザー

国内債券 ３．国内債券マザーⅡ

外国債券 ５．米国ソブリン債マザー

外国不動産投信 ８．グローバルリートマザー

国内不動産投信 ７．JリートマザーⅡ
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前月末基準価額
要因 国内株式

外国株式
（うち為替要因）
国内債券
外国債券
（うち為替要因）
国内不動産投信
外国不動産投信
（うち為替要因）
小計

分配金
その他（信託報酬等）
当月末基準価額
※

※後記の「当資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

(16円)

 ファンドの運用概況  基準価額変動要因

12,071円
30円
7円

月次レポート

しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）

追加型投信／内外／資産複合 作成基準日　　　2026年6月30日

1円
14円
(-3円)
6円

102円
(28円)
160円
-20円
-16円

12,195円
要因分析の数字は、概算値であり、実際の数値とは異なります。
傾向を知るための参考としてご覧ください。

 各市況概況

株式市場
　国内株式市場は、米国とイランが戦闘終結で合意したことが好感されたことなどから、上昇しました。
　現地通貨ベースで見た外国株式市場については、米国株式市場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が利上
げに転じるとの警戒感が強まったことなどから、下落しました。

※将来の市場環境の変動等により、当該運用方針が変更される場合があります。

債券市場

　国内債券市場では、10年国債は、10年国債入札が「強め」の結果となる一方、輸入物価の上昇によるインフレ圧
力の高まりが意識される中、一進一退の動きになりました。
　現地通貨ベースで見た外国債券市場では、米国10年国債は、ＦＲＢの利上げが意識されたものの、米国とイラン
の間で戦闘終結に向けた暫定的な合意が結ばれたことで、インフレ懸念が後退し、一進一退の動きになりました。

リート市場
　国内リート市場は、予想どおり日銀による利上げが決定される中、一進一退の動きになりました。
　現地通貨ベースで見た外国リート市場は、米国とイランが戦闘終結で合意したことが好感されたことなどから、上昇し
ました。

為替相場
　ドル円は、ＦＲＢが年内の政策金利見通しを前回の1回の利下げから1回の利上げに転換したことなどから、ドル買
い円売りが優勢になりました。
　ユーロ円については、ユーロ売り円買いが優勢になりました。

当ファンドの6月末の基準価額（分配金再投資後）は、先月末
に比べ1.20％上昇しました。
組み入れているマザーファンドの主な運用経過は、以下のとおりで
す。
米国とイランが戦闘終結で合意したことが好感されたことなどを背
景に、グローバルリートマザーファンド、好配当利回り株マザーファンド
がプラスに寄与しました。また、投資対象国通貨が対円で強含んだ
ことなどから、米国ソブリン債マザーファンドがプラスに寄与しました。
一方で、投資対象国通貨が対円で弱含んだことなどから、高格
付外国債券マザーファンドがマイナスに寄与しました。
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ファンドの費用・税金
＜ファンドの費用＞

＜税金＞

※後記の「当資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

作成基準日　　　2026年6月30日

お申込みメモ

追加型投信／内外／資産複合

しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）

月次レポート

購入単位 販売会社が定める単位

購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額

購入代金 販売会社が定める期日までにお支払い下さい。

換金単位 1口単位

換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を控除した価額

換金代金 原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目以降にお支払いします。

申込受付中止日 ニューヨーク、ロンドンもしくはフランクフルトの金融商品取引所または銀行の休業日

申込締切時間
毎営業日の午後3時30分
（この時刻までに販売会社所定の事務手続きを完了していることが必要です。なお、販売会社によっては異なる場合があります
 ので、詳細は販売会社にご確認ください。）

換金制限 ありません。

購入・換金申込受付
の中止および取消し

金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金の申込受付を中止することおよびすでに
受け付けた購入の申込受付を取り消すことがあります。

信託期間 無期限（当初設定日:2006年6月15日）

繰上償還
委託会社は、この信託を償還することが投資者のために有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、この信託を償還することがあります。

決算日 毎月12日（休業日の場合、翌営業日）です。

収益分配
毎月の決算日に、収益分配方針に従って収益分配を行います。収益分配金は自動的に再投資されます。収益分配金をお受け取りに
なる場合は、事前に販売会社所定の手続が完了していることが必要です。

信託金の限度額 3,000億円とします。

公告 日本経済新聞に掲載します。

運用報告書
交付運用報告書は、毎年6月、12月の計算期間末日および償還日を基準に作成し、基準日に保有している投資者に販売会社を通
じて交付します。

課税関係

課税上は株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA（少額投資非課税制度）の適用対象となります。
当ファンドは、NISAの対象ではありません。
配当控除の適用はありません。益金不算入制度の適用はありません。
※税法の改正によって変更される場合があります。

純資産総額に対して、年率1.155%（税抜1.05%）

（委託会社） 純資産総額に対して、年率0.48%（税抜）

（販売会社） 純資産総額に対して、年率0.50%（税抜）

（受託会社） 純資産総額に対して、年率0.07%（税抜）

※ 当ファンドの手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料

信託財産留保額

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

購入金額に応じて、購入価額に2.2%（税抜2.0%）を上限に販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た額を購入時にご負
担いただきます。

換金申込受付日の翌営業日の基準価額に対して0.3%を乗じて得た額を換金時にご負担いただきます。

上場不動産投資信託は、市場の需給により価格形成されるため、上場不動産投資信託の費用は表示していません。※

運用管理費用　（信託報酬）

その他費用・手数料

運用管理費用は、計算期間を通じて毎日計算され、毎計算期間
末、または信託終了のときに投資信託財産から支払われます。

監査費用、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用、有価証券売買時の売買委託手数料等および外貨建資産の保
管等に要する費用は、ファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
※「その他費用・手数料」は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額等を表示することができません。

委託会社の運用管理費用（信託報酬）には、シュローダー・インベストメント・マネジメント・リミテッドへ支払う投資顧問報酬（当ファンドに係るしんきん世界好
配当利回り株マザーファンドの純資産総額に対して、年率0.50％（税抜））およびブラックロック・ジャパン株式会社へ支払う投資顧問報酬（当ファンドに係る
しんきんグローバルリートマザーファンドの純資産総額に対して、年率0.50％（税抜））が含まれています。

※

時期 項目 税金

分配時 所得税および地方税 ・配当所得として課税＊　・普通分配金に対して20.315％

換金（解約）時および償還時 所得税および地方税 ・譲渡所得として課税＊　・換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％

※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※法人の場合は上記と異なります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

■税金は表に記載の時期に適用されます。

■以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

＊所得税、復興特別所得税および地方税が課されます。
※上記は、作成基準日現在の情報をもとに記載しています。税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
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委託会社その他関係法人の概要

■

※後記の「当資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

　「しんきんグローバル6資産ファンド（毎月決算型）」は、値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動
します。したがって、預貯金とは異なり、投資元本は保証されているものではありません。ファンドの運用による利
益および損失は、すべて投資者に帰属します。
　投資者のみなさまにおかれましては、投資信託説明書（目論見書）をよくお読みいただき、当ファンドの内容・リス
クを十分にご理解のうえお申込みくださいますよう、よろしくお願いします。

＜基準価額の変動要因＞

金利リスク

金利リスクとは、金利変動により公社債等の価格が下落するリスクをいいます。一般的に金利低
下局面では組み入れた公社債等の価格は値上がりし、金利上昇局面では値下がりします。また、
償還までの期間が長い公社債等は、概して、短いものより金利変動に対応して大きく変動します。
組入有価証券の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。

作成基準日　　　2026年6月30日

しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）

追加型投信／内外／資産複合

有価証券の価格は、国内および国外の政治・経済情勢、発行体の業績、市場の需給等を反映して
変動します。組入有価証券の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。

ご投資にあたっての留意点

当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第３７条の６の規定（クーリング・オフ）の適用はありません。

※上記の変動要因は主なもののみであり、上記に限定されるものではありません。

＜その他の留意点＞

カントリーリスク
海外の有価証券に投資する場合、投資する国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制、制度変更等
による影響を受けることがあり、基準価額が下落する要因となります。

月次レポート

価格変動リスク

為替変動リスク
外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、
基準価額が下落する要因となります。

流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券を売買する際に、需給動向により希望する時期・価格で売買すること
ができなくなるリスクをいいます。当ファンドが投資する有価証券の流動性が損なわれた場合に
は、基準価額が下落する要因となります。

不動産投資
信託のリスク

不動産投資信託は、不動産を実質的な投資対象としているために、他の金融商品と異なり、火災・
自然災害や不動産に係る法制度の変更などの影響を受けて投資先の不動産の価値が変動する場
合があります。当ファンドが投資する不動産投資信託の価格が下落した場合には、基準価額が下
落する要因となります。

信用リスク

有価証券等の発行体が経営不安、倒産等に陥った場合、またその可能性が高まった場合には当該
発行体が発行する有価証券および短期金融商品の価格は下落し、場合によっては投資資金が回
収できなくなることもあります。組入有価証券等の価格が下落した場合等には、基準価額が下落
する要因となります。

委託会社 　ファンドの運用の指図を行います。

しんきんアセットマネジメント投信株式会社
金融商品取引業者　関東財務局長(金商)第338号
加入協会／

受託会社 　ファンドの財産の保管及び管理を行います。

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）

投資顧問会社

シュローダー・インベストメント・マネジメント・リミテッド（しんきん世界好配当利回り株マザーファンド）
ブラックロック・ジャパン株式会社（しんきんグローバルリートマザーファンド）

販売会社 　受益権の募集の取扱い、受益者に対する収益分配金、解約代金、償還金等の支払い等を行います。

取次登録金融機関は信金中央金庫との契約に基づき、受益権の募集の取扱いの取次ぎ、受益者に対する収益分配金、解約代金、
償還金等の支払いの取次ぎ等を行います。

当ファンドに関してのお問い合わせ

しんきんアセットマネジメント投信株式会社

＜コールセンター＞ （受付時間）営業日の9：00～17：00

フリーダイヤル　0120-781812　携帯電話からは03-5524-8181
＜ホームページ＞　 https://www.skam.co.jp

・信金中央金庫　（指定登録金融機関）登録金融機関　関東財務局長(登金)第258号　加入協会／日本証券業協会
・信用金庫　（取次登録金融機関）

　一般社団法人資産運用業協会

委託会社より、それぞれのファンドについて運用の指図に関する権限の委託を受けて投資判断・発注指図を行います。
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目論見書のご請求、お申込については、下記の販売会社にお問い合わせのうえご確認ください。

注１．上記信用金庫に関する情報は、作成基準日現在です。

注２．上記信用金庫は、登録金融機関である信金中央金庫の取次登録金融機関です。

注３．一部掲載していない信用金庫がある場合があります。
注４．上記信用金庫では、一部お取扱いのない店舗があります。

信用金庫（取次登録金融機関）一覧
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追加型投信／内外／資産複合

しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）

№ 信用金庫名 区分 登録番号 加入協会

1 北海道信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第19号

2 空知信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第21号

3 北門信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第31号

4 旭川信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第5号

5 留萌信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第36号

6 帯広信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第15号

7 大地みらい信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第26号

8 青い森信用金庫 登録金融機関 東北財務局長(登金)第47号

9 山形信用金庫 登録金融機関 東北財務局長(登金)第55号

10 米沢信用金庫 登録金融機関 東北財務局長(登金)第56号

11 新庄信用金庫 登録金融機関 東北財務局長(登金)第37号

12 杜の都信用金庫 登録金融機関 東北財務局長(登金)第39号

13 仙南信用金庫 登録金融機関 東北財務局長(登金)第40号

14 会津信用金庫 登録金融機関 東北財務局長(登金)第20号

15 郡山信用金庫 登録金融機関 東北財務局長(登金)第31号

16 白河信用金庫 登録金融機関 東北財務局長(登金)第36号

17 須賀川信用金庫 登録金融機関 東北財務局長(登金)第38号

18 あぶくま信用金庫 登録金融機関 東北財務局長(登金)第24号

19 福島信用金庫 登録金融機関 東北財務局長(登金)第50号

20 高崎信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第237号

21 桐生信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第234号

22 アイオー信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第230号

23 館林信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第238号

24 北群馬信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第233号

25 しののめ信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第232号

26 足利小山信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第217号

27 栃木信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第224号

28 鹿沼相互信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第221号

29 大田原信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第219号

30 水戸信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第227号

31 埼玉縣信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第202号 日本証券業協会

32 川口信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第201号

33 飯能信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第203号

34 千葉信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第208号

35 かながわ信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第197号 日本証券業協会

36 平塚信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第196号

37 さがみ信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第191号

38 朝日信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第143号 日本証券業協会

39 さわやか信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第173号 日本証券業協会

40 芝信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第158号

41 東京東信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第179号 日本証券業協会

42 足立成和信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第144号

43 西京信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第157号

44 西武信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第162号 日本証券業協会

45 東京信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第176号 日本証券業協会

46 城北信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第147号 日本証券業協会

47 瀧野川信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第168号

48 巣鴨信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第161号 日本証券業協会

49 多摩信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第169号 日本証券業協会

50 新潟信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第249号

№ 信用金庫名 区分 登録番号 加入協会

51 長岡信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第248号

52 三条信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第244号

53 長野信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第256号 日本証券業協会

54 松本信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第257号

55 上田信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第254号

56 諏訪信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第255号

57 飯田信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第252号

58 アルプス中央信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第251号

59 金沢信用金庫 登録金融機関 北陸財務局長(登金)第15号 日本証券業協会

60 はくさん信用金庫 登録金融機関 北陸財務局長(登金)第35号

61 興能信用金庫 登録金融機関 北陸財務局長(登金)第19号

62 福井信用金庫 登録金融機関 北陸財務局長（登金）第32号

63 敦賀信用金庫 登録金融機関 北陸財務局長(登金)第24号

64 しずおか焼津信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第38号

65 静清信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第43号

66 浜松磐田信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第61号

67 三島信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第68号

68 富士宮信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第65号

69 遠州信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第28号

70 大垣西濃信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第29号

71 高山信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第47号

72 東濃信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第53号 日本証券業協会

73 関信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第45号

74 豊橋信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第56号

75 いちい信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第25号

76 瀬戸信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第46号 日本証券業協会

77 豊川信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第54号

78 豊田信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第55号 日本証券業協会

79 碧海信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第66号 日本証券業協会

80 西尾信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第58号 日本証券業協会

81 蒲郡信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第32号

82 東春信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第52号

83 北伊勢上野信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第34号

84 桑名三重信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第37号

85 長浜信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第69号

86 湖東信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第57号

87 京都中央信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第53号 日本証券業協会

88 京都北都信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第54号

89 大阪信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第45号

90 大阪シティ信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第47号 日本証券業協会

91 永和信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第43号

92 北おおさか信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第58号

93 大和信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第88号 日本証券業協会

94 奈良中央信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第72号

95 神戸信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第56号

96 姫路信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第80号 日本証券業協会

97 尼崎信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第39号 日本証券業協会

98 淡路信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第41号

99 但馬信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第67号

100 鳥取信用金庫 登録金融機関 中国財務局長（登金）第35号



目論見書のご請求、お申込については、下記の販売会社にお問い合わせのうえご確認ください。

注１．上記信用金庫に関する情報は、作成基準日現在です。

注２．上記信用金庫は、登録金融機関である信金中央金庫の取次登録金融機関です。

注３．一部掲載していない信用金庫がある場合があります。

注４．上記信用金庫では、一部お取扱いのない店舗があります。
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「当資料のご利用にあたっての注意事項等」

◆当資料は、当ファンドの運用状況をお知らせするためにしんきんアセットマネジメント投信が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料で
はありません。◆当資料は、当社が作成日現在において信頼できると判断したデータ・情報に基づいて作成したものですが、記載内容は事前の予告なく
訂正することがあります。正式な記載内容については投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。◆当資料の運用実績等に関するグラフ・図表・数
値・その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。◆分配金の実績は過去のものであり、運
用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。◆当資料の内容は、作成日現在での当社の見解であり、市
場変動や個別銘柄の将来の変動等を保証するものではありません。事前の予告なく将来変更する可能性もあります。◆当ファンドは、値動きのある有価
証券等（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、預金と異なり投資元本が保証されているもので
はありません。運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。◆当ファンドは、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の補
償の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。◆当ファンドのお申込みの際に
は、販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ずお受け取りいただき、内容についてご確認の上、
ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。

№ 信用金庫名 区分 登録番号 加入協会

101 米子信用金庫 登録金融機関 中国財務局長（登金）第50号

102 おかやま信用金庫 登録金融機関 中国財務局長（登金）第19号 日本証券業協会

103 津山信用金庫 登録金融機関 中国財務局長（登金）第32号

104 玉島信用金庫 登録金融機関 中国財務局長（登金）第30号

105 備北信用金庫 登録金融機関 中国財務局長（登金）第43号

106 吉備信用金庫 登録金融機関 中国財務局長（登金）第22号

107 備前日生信用金庫 登録金融機関 中国財務局長（登金）第40号

108 広島信用金庫 登録金融機関 中国財務局長（登金）第44号 日本証券業協会

109 呉信用金庫 登録金融機関 中国財務局長（登金）第25号

110 しまなみ信用金庫 登録金融機関 中国財務局長（登金）第20号

111 西中国信用金庫 登録金融機関 中国財務局長（登金）第29号

112 高松信用金庫 登録金融機関 四国財務局長(登金)第20号

113 愛媛信用金庫 登録金融機関 四国財務局長(登金)第15号

114 福岡ひびき信用金庫 登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第24号 日本証券業協会

115 大牟田柳川信用金庫 登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第20号

116 筑後信用金庫 登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第28号

117 飯塚信用金庫 登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第16号

118 大川信用金庫 登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第19号

119 遠賀信用金庫 登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第21号

120 佐賀信用金庫 登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第25号

121 伊万里信用金庫 登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第18号

122 熊本第一信用金庫 登録金融機関 九州財務局長(登金)第14号

123 鹿児島信用金庫 登録金融機関 九州財務局長(登金)第25号

124 鹿児島相互信用金庫 登録金融機関 九州財務局長(登金)第26号

125
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136

137

138

139

140

№ 信用金庫名 区分 登録番号 加入協会

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180




